平成１９年（行ウ）第６４８号　開発許可処分差止等請求事件

平成２０年（行ウ）第１０５号、１１８号　訴えの追加的併合申立事件

原告　　指名省略　ほか

被告　　渋谷区、東京都
第１２準備書面
自然地の厳然たる存在

――被告渋谷区のみどりの実態調査等について――

平成２０年１０月１５日

東京地方裁判所民事第３８部　御中

原告ら訴訟代理人　弁護士　斉藤　驍　外
被告東京都の主張する自然地と樹林地の関係に対し、さらに追加して反論する。

第１　被告渋谷区の行った「みどりの実態調査」について

１　原告らは、第10準備書面において、被告渋谷区が平成4年に「みどりの実態調査」を行ったか否か、その具体的な調査内容及び調査報告書の有無等について釈明を求めたが、被告渋谷区は釈明に応じていない。

そこで、原告らが独自に調査を行ったところ、被告渋谷区が平成4年に「渋谷区みどりの実態調査」を実施していたこと及びその結果が報告書としてまとめられていることが分かった（甲第89号証）。

　　　このみどりの実態調査（以下単に「調査」ともいう）は緑被調査、樹木・樹林調査、接道部緑地調査等の計7項目について行われ、報告書には各項目について具体的な調査方法及び結果を数値化したものが記載されている。

２　調査項目のうち、樹木・樹林調査の対象となったのは、樹木、つる状樹木及び樹林であり、それぞれの定義は次のとおりである。

　　樹木　　　：地上1.6ｍの高さにおける幹周り120cm以上の樹木、株立樹木で高さ3ｍ以上・幹周り120cm以上（各幹周の和の70％の値を株立樹木の幹周とする）、10㎡以上の竹林

　つる状樹木：つる状の樹木で枝葉面積30㎡

　　樹林　　　：樹冠投影面積300㎡以上の樹木集団でかつ以下の条件にあてはまるもの
· 樹林下が土壌面であるもの

· 樹林構成樹種が自然性を有するもの

（昔から残されている屋敷林、社寺林、斜面林等）

· 植栽樹種であっても、相当の年数の経過と林床に更新がみられるもの

· 区の保存指定をうけているもの

· 植生が複層化しているもの（階層が多様なもの）

　　そして、この基準に沿った被告渋谷区による調査の結果、羽澤ガーデンの土地の樹林面積は4,381㎡、樹高3ｍ以上の樹木本数は232本と認定された（甲第89号証　（21）ページ　Ｎｏ．10）。

３　（株）羽澤ガーデンは平成7年に被告渋谷区から保存樹林指定を受けている（甲第62号証の１及び２）。甲第62号証の１の保存樹木等指定同意書の表の「面積」欄には、羽澤ガーデンの樹林面積を「4,381㎡」と記載してあり、甲第62号証の2の保存樹木等指定通知書には樹林面積が「4,380㎡」と書かれてある。このことから、被告渋谷区は、平成7年当時の羽澤ガーデン内の樹林面積を、正確には4,381㎡であると認識していたが、指定に際しては端数を切り捨てて4,380㎡と認定したことが分かる。

　　　では、指定面積の基となった4,381㎡とは何を根拠としたものか。それは平成4年のみどりの調査で得られたデータをそのまま使用したものである。調査主体と指定主体がいずれも渋谷区であり、調査年が平成4年（報告書完成が平成5年）、指定年が平成7年と時期に矛盾がなく、同じ敷地の樹林の広さについて1桁の数値までが合致していることから、樹林指定は平成4年のみどりの調査データを基にして行われたことに間違いない。指定当時羽澤ガーデンを管理していた、（株）羽澤ガーデンの元支配人林弘も、渋谷区による調査は１回であったと記憶している。平成4年に調査が行われたことは客観的な事実であるから、その１回とは平成4年の調査に他ならない。

４　このように、平成7年の被告渋谷区による羽澤ガーデンに対する保存樹林指定は、平成4年の調査に基づくものである。

　　　従って、平成7年に「樹林」と認定された羽澤ガーデンの4,380㎡の樹林は、みどりの調査時の「樹林」の定義に当てはまるものである。

５　みどりの調査時の樹林の定義は、既に述べたとおり、樹冠投影面積300㎡の樹木集団でかつ「樹林下が土壌面である」「樹林構成樹種が自然性を有する」「植栽樹種であっても、相当の年数の経過と林床に更新がみられる」「植生が複層化している」という条件等を満たすものとされていた。つまり、被告渋谷区は平成4年の調査対象樹林として、一定程度の広さと「自然性」を有するものを選定していたのである。

この基準は、被告東京都が本訴訟において主張している「自然地と認定される樹林地」の定義に非常に似ている。ただし、被告渋谷区の基準の方が、より細かくより具体的である。被告東京都の主張する定義は「自然地と判定する要件として、樹木等の集まりだけでなく、地面が人や自動車によって踏圧されておらず、昆虫類や植物の種子が地面下に進出し生育・生息することが可能であるなど、樹木等の集まりが動植物の生育・生息環境として成り立ちうるかを総合的にとらえている」ものということだが（準備書面（２）第１　３）、これを被告渋谷区の先の定義と比較すると、被告東京都の主張している定義は曖昧かつ甘いものであるが、要するに単なる樹木の集団というだけではなく「自然性」が必要だという点で共通している。

原告らが第８準備書面で指摘したとおり、被告東京都の主張する「自然地」と看做される「樹林地」の定義は単なる詭弁である。しかし、百歩譲ってこの定義を認めたとしても、平成4年の調査時に被告渋谷区の詳細な基準によって「樹林」と認められた羽澤ガーデンの樹林は、同時に被告東京都が本訴訟で主張している「自然地」と看做す「樹林地」に他ならない。

この観点からも、羽澤ガーデン敷地内の「自然地」をほんの40分間の調査によってたった897㎡と認定した事実を正当化しようとする被告東京都の主張は崩壊している。

６（１）さらに、この調査は、広尾地域が渋谷区内のみどりの拠点であることを客観的に裏付けている。

　　（２）広尾地域には、渋谷区内の他の地域に存する明治神宮、代々木公園、新宿御苑といった大規模な公園や緑地は存在しない。

　　　　　しかし、調査では、大規模な公園等がある地区を除けば、広尾・恵比寿地区が渋谷区内でも緑被率の高いエリアであることが明らかとなった（甲第89号証・1ページ「１」）。

（３）緑被地には樹木被覆地に加えて草地も含まれるので、緑被地面積全体を測量すればさらに緑地面積は大きくなるはずであるが、広尾地区（広尾1丁目から広尾5丁目）の調査対象樹林総面積に限っても、平成4年当時で69,571㎡の樹林が存在していた（甲第89号証・63ページ「表4－26」）。

　　　また、明治神宮等の大規模な公園等を除いた渋谷区内の樹木の本数は5,365本で、うち1,135本が広尾・恵比寿地区内に存在した。広尾・恵比寿地区内の1ｈａ辺りの本数は4．1本で、1ｈａ辺りの本数が3.6本という渋谷区全域の平均を上回っている。

　　　原告らは当初から、広尾地区が渋谷区における緑の拠点であると再三主張してきたが、被告渋谷区の調査結果もこの事実を客観的に裏付けている。　　　

（４）ところで、羽澤ガーデンの樹林面積は、調査当時広尾地区で6番目、渋谷全域で17番目の広さであった（甲第89号証・68ページ「広尾三丁目12番地15号」）。しかし、広尾地区内で2番目、渋谷全域で6番目の広さを誇っていた日赤の樹林（8,711㎡、甲第89号証・68ページ「広尾四丁目1番地22号」）は、すでに切り倒されマンション開発が急ピッチで進んでいる。

　　　　日赤の開発が進行している現在では、羽澤ガーデンは、渋谷区内で1番広い樹林を有する聖心女子大学（23,420㎡、甲第89号証・68ページ「広尾四丁目3番地1号」）と並び、渋谷区内の緑の拠点としてより重要性を増しているのである。

第２　羽澤ガーデンの平成19年当時の緑の状況について

　　　平成19年7月7日及び同月8日、近隣住民の強い要望により、羽澤ガーデン内部の見学会が行われ、原告ら近隣住民が参加した。この時、原告らが目にした敷地内の緑の生育状況と、被告東京都が丙第4号証の出所不明の写真で立証しようとする緑の生育状況が懸け離れていることは既に述べたが（第８準備書面）、原告らの主張が客観的に正しいことは、甲第90号証等の写真から明らかである。

第３　羽澤ガーデンの現在の緑の状況について

　　甲第80号証は、平成20年9月25日付東京新聞の第30面である。この記事は、これまで原告が主張してきた、羽澤ガーデンがＧＨＱ関係者らに日本文化を伝える場所として利用されていた事実、囲碁や将棋の名人戦の舞台として使われ、政治家もよく訪れていた事実を裏付けものであるが、樹林・自然地の存在を考える場合、何より重要なのは、東京新聞のヘリコプターから撮影された写真である。もちろんごく近影である。この写真を見れば、羽澤ガーデンの敷地の4分の3が緑の森に覆われていることは、何人も否定しようのない事実である。

被告東京都によれば、羽澤ガーデンの自然地は897㎡、すなわち約9,000㎡の本件敷地に対しては約10分の1の割合でしかないということになるが、それがためにする虚構であることは明々白々である。

　第４　検証の必要性

　　　既に提出している証拠写真及び今回提出した証拠写真によって、本件敷地の少なくとも4,380㎡が自然地にあたるとの主張が充分過ぎるほど裏付けられていると確信する。

　　　しかし、被告東京都がなお争うというのであれば、双方の主張の真偽を確かめるためには、現場を検証することが何よりも確実である。本件土地は渋谷区広尾に存しており、裁判所に近く所要時間はごく僅かである。たった一度、裁判所自身が現地の状況を確認すれば、樹林の自然地の存在はもとより、甲第80号証等と総合すれば、建物と一体となった羽澤ガーデンの極めて高い文化性を直ちに理解することができる。本件（今回提起した追加的請求である景観法の義務付け訴訟を含む）の他の争点の理解にも十分貢献することになろう。

　以　上
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